
第１５回大阪市路上喫煙対策委員会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年７月１日（金）午後３時００分～午後４時２５分 

２ 場 所   大阪市役所 P１会議室 

３ 出席者    

○ 委 員 等 （敬称略） 

委員長 鬼追 明夫（なにわ共同法律事務所） 

委 員 佐竹 義久（大阪市PTA協議会会長） 

委 員 上島 佳之（大阪南部たばこ商業協同組合） 

委 員 吉田 豊（大阪商工会議所 地域振興部長） 

委 員 田中 晃代（近畿大学総合社会学総合社会学科） 

委 員 本庄 紀子（大阪市地域女性団体協議会） 

○ 大 阪 市 

    環境局長 

    環境局事業部長 

    環境局事業管理課長 

４ 会議録 

 

（事務局：環境局事業部事業管理課長代理） 

  ただいまから第１５回大阪市路上喫煙対策委員会を開催させていただきたいと思

います。 

 本日は大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます大阪市環境局事業部事業管理課長代理

の木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日の出席状況の御報告でございますが、御欠席の御連絡をいただいており
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ますのは大久保委員でございます。吉田委員もまだおみえになっておられませんが、

少し遅れるという御連絡をいただいておりますので、時間の関係もございますので、

議事のほうに進めさせていただきます。本委員会は、大阪市路上喫煙対策委員会規則

第３条第２項に基づきまして、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことがで

きませんが、本日は、委員７名のうち現在５名が御出席をいただいておりますので、

本委員会が有効に成立していますことを御報告申し上げます。 

 また、本日の傍聴者の方は３名でございます。 

 それでは、議事等に移ります前に、お手元に配付をさせていただいております資料

の確認をさせていただきたいと思います。 

（配布資料確認） 

 それでは、ここで、環境局を代表いたしまして、環境局長の玉井からごあいさつを

させていただきたいと思います。 

○玉井局長  皆様、こんにちは。御紹介をいただきました大阪市環境局長の玉井で

ございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中、本日御出席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。また、このたびの大阪市路上喫煙対策委員会の委員の御就任も御承諾を

賜りまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 この大阪市の路上喫煙対策につきましては、健康や防災、防火、まちの美化といっ

た観点から、市民の皆様が安心して暮らすことのできる、安全で快適な生活環境を確

保するということを目的といたしまして、平成１９年の４月に路上喫煙の防止に関す

る条例を施行いたしました。本年ではや４年が経過をしたところでございます。 

 この間、この路上喫煙対策委員会では路上喫煙禁止地区の指定を中心に御議論を賜

り、平成１９年７月に、御堂筋を中心とした禁止地区を指定して、その年の１０月か

ら過料の徴収を始めてまいりました。また、平成２０年度には委員会からの答申に基

づきまして、重点啓発推進地区として市民や事業者が主体となって路上喫煙対策に取
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り組む、いわゆる「たばこ市民マナー向上エリア制度」を全国に先駆けて実施をする

運びとなりました。 

 この委員会では、喫煙者の喫煙する自由といいますものと、路上喫煙の規制という、

いわば相反する課題を、これらに対してどのように調和を図っていくかという、極め

て難しい問題でございますけれども、それぞれの立場からさまざまな角度で御議論を

いただきました。 

 私どもは日々、例えば「市民の声」というようなことで、市民の方々から御要望の

声などをお聞きしているのですけれども、そうした中で、例えば御堂筋を中心とした

路上喫煙禁止地区というだけではなく、市内各所で路上喫煙対策ということを積極的

に進めてほしいということでありますとか、もう一歩突っ込んで、さらに禁止地区を

広げたらどうかというご意見もよく見かけるところでございます。 

 路上喫煙対策を、実効性を持って継続的に取り組むためには、やはり地域において、

その実情に沿って、全体として自主的に取り組むという、まずそうした気運を高めて

いくことが何よりも重要であるというふうに考えておりまして、そうした意味におき

ましても、地域の皆様方と我々行政が協働いたしまして、この「たばこ市民マナー向

上エリア制度」を積極的に展開していくということは大変意義深いものと思っており

ます。 

 本日、皆様方にはどうか活発な御議論をいただきまして、御審議のほどお願いいた

しまして、簡単でございますが冒頭の私のあいさつとさせていただきます。本日、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

（事務局：環境局事業部事業管理課長代理） 

 続きまして、このたび対策委員会の委員の皆様の改選がございましたので、委員の

皆様の御紹介をさせていただきます。お手元の大阪市路上喫煙対策委員会委員名簿の

順に御紹介をさせていただきたいと思います。なお、お名前のみの御紹介とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
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 まず初めに、上島委員でございます。 

○上島委員  よろしくお願いします。 

○事務局  次に、大久保委員でございます。本日御欠席をされております。次に、

鬼追委員でございます。 

○鬼追委員  鬼追でございます。 

○事務局   続きまして、佐竹委員でございます。 

○佐竹委員  佐竹でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局   次に、田中委員でございます。 

○田中委員  田中でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局   次に、本庄委員でございます。 

○本庄委員  本庄でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局   次に、吉田委員でございます。なお、吉田委員は遅れるということで

お聞きしております。 

 なお、先ほど申し上げましたように、大久保委員は所用のため、本日は御欠席とい

う御連絡をいただいております。 

 また、このたび、私ども環境局の事務局におきましても、本年４月の人事異動に伴

いまして異動がございましたので、紹介をさせていただきたいと思っております。 

 初めに、環境局事業部長の青野でございます。 

○青野事業部長  事業部長の青野でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局     同じく、環境局事業部の事業管理課長の村上でございます。 

○事業管理課長  事業管理課長の村上でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局     それでは、引き続きまして委員長の互選のほうに移りたいと思い

ます。 

 大阪市路上喫煙対策委員会規則第２条で、委員会に委員長を置き、委員の互選によ

りこれを定めると規定しておりますので、この規定に基づきまして、委員の皆様の互
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選により委員長の選出を行っていただきたいと思っております。 

 どなたか適任の方を御推薦いただけないでしょうか。佐竹委員、どうぞ。 

○佐竹委員  佐竹でございます。早々たる皆さんがいらっしゃる中で、私ごときが

御意見申し上げるのも大変申しわけないなと思っておりますが、いろいろな分野で御

活躍され、御経験も豊富ですし、見識もお持ちであります鬼追委員に委員長をお願い

してはいかがかなと思いますが、よろしいでしょうか。 

○事務局 ただいま佐竹委員から鬼追委員に委員長をお願いしてはどうかという御提

案がございましたので、ほかに御意見等ございませんでしょうか。 

 御異議ないようでございますので、鬼追委員に委員長をお願いいたしたいと思いま

す。 

          （吉田委員 出席） 

○事務局（木村代理）  それでは、委員長、委員長席にお移りいただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、委員長、ごあいさつをお願いいたします。 

○鬼追委員長  ただいま皆様方の御賛同を得まして、委員長に選任されました鬼追

でございます。改めまして、どうかよろしくお願いいたします。 

 私は、１９６０年に大阪弁護士会に入会をいたしまして、以来、ことしで５２年目

の弁護士生活を送っております。この委員会には最初から関係をさせていただいてお

りまして、平成１９年の委員会発足時から、大変不肖ではございますが、委員長を務

めさせていただいております。 

 大阪市の路上喫煙対策について皆様方にいろいろお知恵を絞っていただくという委

員会でございますが、その根底には、大阪の市民マナーをどのようにして向上させる

のかといった一つの理念のようなものがあるように思います。それが具体的に路上喫

煙対策という形であらわれているのだろうなと、このように思います。もとより、こ

の委員会を設置するに従いまして、路上喫煙対策の枠外の活動をするというわけでは
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ございませんが、根底にはそのような考え方でもって、私としてはこれまで委員会活

動をさせていただいてまいりました。 

 今後とも、皆様の活発な御議論をいただきまして、この大阪市の路上喫煙対策が正

しく推進されますように努めさせていただきたいと思いますので、どうか一つよろし

くお願いを申し上げたいと思います。以上でございます。 

○事務局 それでは、委員長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

○鬼追委員長  まず第一に、この委員会では委員長代理を指名させていただくとい

うことになっております。私のほうから指名をさせていただくということで、皆様方

の御賛同を得たいと思うのですが、たまたま、きょう御欠席ではございますが、大久

保委員、前年度の委員会におきましても学識経験者の中から選ばせていただいており

今回も学識経験者の中から大久保委員に委員長代理をお願いしたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 次いで、この会議は以後の議題から公開で行われるということになっております。

本日も何名かの傍聴人の方もおみえになっておられます。きょうはマスコミの関係者

の方はおみえになっていないようですが、その当日の議題によりましてマスコミの関

係者もおみえになることがございます。そういうことで、公開ではございますが、委

員長の許可なく録音、あるいは撮影はできませんので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 また、傍聴人の方も含めまして、私語、雑談は議事進行の妨げになりますので、慎

んでいただきますようにお願い申し上げたいと思います。また携帯電話をお持ちの方

は電源を切っていただくか、マナーモードにしていただきたいと存じます。 

 それでは、まず委員会次第の委員長代理の指名は、先ほど済ませたところでござい

ますので、議事に移りたいと思います。 

 最初に、これまでの取り組みの報告等につきまして、事務局から御報告と御説明を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○事業管理課長  大阪市環境局事業管理課長の村上でございます。 

  大阪市では、市民の方の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的と

いたしまして、平成１９年４月に大阪市路上喫煙の防止に関する条例を施行いたしま

して、同年１０月から御堂筋及び大阪市役所、それから中ノ島の中央公会堂周辺を路

上喫煙の禁止区域と定めまして、この条例に違反された方に対しましては、過料とし

まして１，０００円を徴収するということを行ってまいりました。 

 現在の路上喫煙禁止区域につきましては、平成１９年の７月に路上喫煙対策委員会

からの答申に基づきまして、指定をさせていただいたものでございます。答申では、

禁止区域を指定する理由といたしまして、通行者数が多い、路上喫煙率が高い、大阪

を代表するような地域であること、区域が明確にされていること、禁止区域における

規制が全市的な路上喫煙を抑止するＰＲ効果、波及効果をもたらすことなどが挙げら

れてございます。 

 また、条例では禁止区域外であったとしましても、道路、広場、公園、その他の公

共の場所で他人に迷惑や危険を及ぼす恐れのある喫煙はしないよう、自主的な努力を

していただくことを求めております。 

 これを受けまして、平成２０年度からは、さらに全市域での活動を推進するために、

新たな取り組みといたしまして、平成１９年１２月の路上喫煙対策委員会での答申で

提言をされました市民、事業者の活動団体のみずからの活動と行政の協働による「た

ばこ市民マナー向上エリア制度」というものを立ち上げさせていただき、路上喫煙の

マナー、モラルの向上を推進してきたところでございます。 

 この制度は、市民、事業者の活動団体が地域の商店街や道路、広場などの人通りの

多い場所を迷惑たばこをしてはならない場所として、大阪市と協働して路上喫煙を防

止する取り組みで、現在、６０の団体の方々に大阪市内各所で活動を実施していただ

いているところでございます。 

 このように、大阪市では今後も禁止区域のみならず、市全体で総合的な観点から路
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上喫煙対策を推進してまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、お手元の資料に従いまして御報告をさせていただきます。まず、お手元

に資料を配付させていただいております第１５回大阪市路上喫煙対策委員会資料を御

参照いただきたいというふうに思います。 

 大阪市の路上喫煙対策につきましては、委員の皆様方のお力添えをいただきながら、

平成１９年４月の条例施行から、はや４年が経過をいたしましたところでございます。

また、平成２０年度からは本委員会の答申による新たな取り組みといたしまして、

「たばこ市民マナー向上エリア制度」を立ち上げ、全市での路上喫煙を含めた市民マ

ナー向上への取り組みを行っているところでございます。 

 このような取り組み状況につきまして、お手元の資料に基づき御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、ページをめくっていただきまして、１ページをお開きいただきたいというふ

うに思います。まず、過料処分に関しましての御説明をさせていただきます。 

 平成１９年１０月から罰則の適応を始めており、違反者には１，０００円の過料処

分を行い、平成２３年３月末で３年半の間、トータル処分件数につきましては３万３，

２０９件ございました。これを１カ月当たりにいたしますと約７９０件、１日で申し

上げますと約２６件でございます。それから、平成２１年度につきましては、月平均

で約９５１件、平成２２年度では月平均６８６件でございます。このうち約９７％が

現金での徴収でございます。これは未収金対策といたしまして、できるだけ納付書を

発行しないように努めているため、現金での徴収率が年々上がっているということで

ございます。 

 過料処分の対象となられた方のお住まいを分析しますと、わかっている範囲ではご

ざいますけれども、大阪市内在住者、それから大阪市外の方、それから大阪府外の方、

それぞれ大体７，０００件前後ということで、大体３分の１ずつ程度でございました。 

 次に、２ページをごらんいただきたいと思います。 
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 路上喫煙率の定点調査につきましては、昨年１１月の調査で路上喫煙禁止区域内で

の平均が０．２％、それから全市域での平均が０．６％で、ともに前年同月の調査時

よりも、それぞれ０．２ポイント及び０．３ポイント低下しております。 

 路上喫煙の禁止区域内には２カ所の喫煙設備がございます。その喫煙設備の利用率

は、御堂筋北にございます大江橋の北詰施設では６６．２％、御堂筋南部にございま

す高島屋北側のなんば施設では８．７％となっております。これも全体調査時よりも

ふえておりますのは、喫煙設備の存在が周囲の方に浸透しているのではないかという

ふうに考えているところでございます。 

 それから、路上喫煙率の定点調査の結果について分析をいたしますと、禁煙地区内

におきましては、条例施行前の平成１８年度では路上喫煙率が平均２．６％でござい

ましたが、過料徴収を開始いたしました平成１９年１０月直後では路上喫煙率が０．

６％と急激に下がりましたものの、以降は０．４％とほぼ横ばいの状態が続いており

ましたが、平成２２年７月の調査では０．３％、１１月の調査では０．２％となって

おります。全市平均を見ましても、平成２２年７月の調査では０．７％、１１月の調

査では０．６％となっており、わずかではございますけれども減少を続けているとこ

ろでございます。減少いたしました原因といたしましては、昨年１０月よりたばこ税

改正による価格変更による影響もあるのではないかというふうに考えているところで

ございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして３ページ、４ページをごらんいただきたい

と思います。普及啓発活動について御説明をさせていただきます。 

 平成２２年度の普及啓発活動は、各種イベントでの啓発物品の配布のほか、新たな

取り組みといたしまして、毎年２４区で行われております区民祭りで、これまで使い

捨てとなっていましたポケットティッシュを配っておりましたが、長く使ってもらえ

るようにということで、啓発用のうちわを作成し、５，０００本配布をいたしました。

また、飛行機などで大阪に訪れる方にも啓発をするため、これは８月、夏休みのとき
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に限定をしたのでございますけれども、関西国際空港と伊丹空港に大型のポスターを

貼りました。また、キャラクターには他都市にも知名度の高い「くいだおれ太郎」を

起用いたしたところでございます。 

 このほか、平成２１年度から淀屋橋駅、なんば駅で実施をしております地下鉄の階

段広告につきましては、平成２２年度から本町駅、心斎橋駅にも設置し、今年度から

はさらに、それを拡大いたしまして、梅田、西梅田、東梅田の各駅にも設置をいたし

たところでございます。 

 次に、報告の最後となりますが、５ページから１４ページの関係の御報告をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、５ページから８ページの内容でございますけれども、平成２０年度から「た

ばこ市民マナー向上エリア制度」に参加の２５団体の平成２２年４月から平成２３年

３月までの１年間の活動報告でございます。ほとんどの団体が毎月曜日を定め、定期

的に街頭での啓発や清掃活動などを行っていただいているところでございます。 

 また、ここに書いております１番の淡路本町商店街振興組合様、それから１０番の

天神橋筋商店連合会様、１３番の心斎橋筋北商店街振興組合様などは、この三つの商

店街では放送設備を使っていただいて、毎日啓発を流していただいているということ

もやっていただいておるところでございます。 

 このほか、７ページ中段、１８番の難波センター街商店街振興組合様では、精華盆

おどり大会や宝恵駕籠行列などに合わせまして街頭啓発を行っていただいており、下

段に書いております２０番の千日前道具屋筋商店街振興組合様では、道具屋筋まつり

に合わせて街頭啓発を行っていただくなど、地域や季節のイベント、そういうものに

合わせて工夫された活動を行っていただいているところでございます。 

 次に、９ページから１１ページでございますけれども、これにつきましては平成２

１年度から「たばこ市民マナー向上エリア制度」に参加の１７団体の平成２２年４月

から平成２３年３月までの１年間の活動報告でございます。こちらも活動２年目に入
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りまして、月や曜日を定めて定期的に街頭啓発や清掃活動などの活動を行っていただ

いているところでございます。 

 また、１２ページから１４ページにつきましては、平成２２年度から「たばこ市民

マナー向上エリア制度」に参加の１８団体の平成２２年１２月から平成２３年３月ま

での４カ月間の活動報告でございますが、こちらは４カ月という短い中での活動報告

でございますので、まだ活動が軌道に乗っておられない団体もございますけれども、

おおむね月１回程度の活動に取り組んでいただいているところでございます。 

 今後は、先ほど御紹介をさせていただきました、工夫した活動を行っている団体の

情報などを私どもから他の団体にもお伝えしながら、「たばこ市民マナー向上エリア

制度」の全体的な盛り上げを図っていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上、大変長くなりましたが、取り組みについての報告及び説明は以上でございま

す。よろしく御議論をお願いしたいと思います。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御報告、御説明のございました事柄に関連して、皆様から御質

問、あるいはこれに関連する御意見、御提言等がございましたら伺いたいと思います。

いかがでしょうか。 

 田中委員、何かございませんか。 

○田中委員 過料処分についてなんですけれども、２１年度は件数が多いですけれど

も、この理由についてお伺いしたいなと思います。その理由についてお話を伺いたい

と思っています。 

○事業管理課長  実は、なぜ増えているかというのは余りわかっていないところで

す。過料制度を設けまして、この取り組みを始めたときに、マスコミもひっくるめま

して普及に努めましてある程度、御堂筋で吸ったらお金を取られる的な話があって、

その辺がある意味、ちょっと風化をしたのかなと。これは想像ですので、確たる何か
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があってということではありませんが、ただ、そういう傾向に２１年までありました

が、２２年度を見ていただければ件数は減ってきておりますし、いろいろな取り組み

の中で、ここではお金を取られるというような、お金を取る、取らないだけの話では

ないんですけど、そういう地道な周知が行きわたってきたのかなと思います。 

 だから、最初にぐんと減っているのは、どちらかと言えば、マスコミとかそういう

関係があってなのかなという気はしますけども、ここらは実際に何が本当なのか定か

ではないところでございます。 

○鬼追委員長  本庄委員、何かございませんか。 

○本庄委員  私は住んでおりますところが大丸から５分ぐらい、御堂筋沿いではあ

りませんが、しょっちゅう御堂筋を通ってお買い物等に行きます。それで、余りたば

こを吸いながら歩いておられる方は最近見なくなったなと思います。この間、ごみゼ

ロの日に、毎年女性会がやっております事業ですが、３カ所のターミナルのところ、

私は難波の駅の周辺で、ずっと御堂筋から、難波の駅から北のほうを掃除させてもら

ったんですけど、植え込みがありますよね。あそこに座ってたばこを吸って、植え込

みにほられるのか知りませんけれども、歩道のほうは商店主さんがそれぞれお掃除な

さっていますので、たばこの吸い殻はなかったんですけど、意外と植え込みの中にあ

るので、そういうところで吸って、ほっておられるのかなと思いますが、私が通行し

ているところでたばこを吸いながら歩いておられる方で、これだけの方が１，０００

円を徴収されておられるのかとびっくりするのですけど、私はアメリカ村に住んでお

りますので、そこではしょっちゅう若い人が歩きながら、たばこを吸っている人をよ

く見かけます。御堂筋は最近見かけなくなったと思っております。 

○鬼追委員長  それでは、吉田委員、いかがでしょうか。 

○吉田委員  納付書の交付をされた結果、納付された実績、あるいは、ちょっと言

葉は悪いですけど踏み倒されているというか、納付されない、その辺のところを一点

教えていただきたいのと、喫煙場所について大江橋となんばで利用率がかなりの差で
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違いますよね。これは通行者の属性によるものだと思われるのですが、極端にここま

での差があるのかなと不思議なので、その辺、もしデータとして何かあるならば教え

てください。 

○鬼追委員長  納付書の交付は資料にもありますね、１ページの右端。納付書、督

促状による納付件数。 

○吉田委員  例えば、累計で９２７件納付書を発行されているわけですが、そのう

ち、実際に応じて納付された実績はどれぐらいあるか。 

○事業管理課長  参考資料というのがございますけれども、参考資料の１ページの

ところで納付の交付総累計なんですけれども、それが９２７件ございまして、そのう

ち収入の確認ができている分が３７５件、督促をしているのが６９３件ということで、

納付書を発行しますと非常に未収金の確率が高いので、そういうこともございまして、

できるだけ現金徴収で行わせていただいております。 

 あと、喫煙場所の関係ですけれども、やはり通行量が全然違いますので、どうして

も大江橋のほうが高くなるというのは、ある意味、通行してる人というより、御堂筋

で吸うと過料を取られますから、そこへ行ったら大丈夫とわかっていてそこへ行って

吸ってる人、そういうことがあって大江橋のほうは高いのかなというふうに思います。 

○吉田委員  なるほど。 

○鬼追委員長  今、監視員さんは最初から人数は変わらないんですか。 

○村上事業管理課長  今、１２名です。 

○鬼追委員長  最初からそうでしたか。監視員さんがふえたから、件数がふえたと

いうわけではない。 

○事務局（更家）  １２から１３になって、今は１３人です。 

○鬼追委員長  １３人になったのはいつからですか。この平成２１年度の件数が高

いのは、監視員さんの数がふえたからかなというふうに思った、これは私の想像です

けど。それはわからない。 
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○事務局（更家）１３人になったのは条例ができてすぐです。 

○鬼追委員長  指導員さんの数は余り関係なさそうですね。 

 それでは、上島委員、何かございますか。 

○上島委員  私はたばこを販売しているほうでございますので、大変発言しにくい

ように思っていますが、この資料を見ていただいたらわかりますように、私たち南部

たばこ商業協同組合の中では、阿倍野、生野、それから西、この三つの組合がこの中

に入って活動しております。そして、また私は浪速区でございますが、女性部の方が

月１回、天王寺の周辺でマナーキャンペーンをやっております。特に私は浪速区です

ので、当地には今宮戎神社という祭礼がございます。１月９日、１０日、１１日と３

日間続きまして、難波から通天閣までマナーキャンペーンというのを実施しておりま

す。 

 大変難しい問題で、たばこの害というものが非常に取り上げられておるわけでござ

いますが、やはり嫌煙権もあるかわりに、吸う権利もあるやろうというようなことも

ありまして、そこでいかにしてたばこをお吸いになる方が上手に吸っていただくか、

皆さんに迷惑をかけないように吸っていただくか、吸った後をどのように処分してい

ただくか。メーカーも通じまして、ポッケロというんですか、携帯灰皿を持っていた

だいたり、いろいろなことで日常活動しているところでございます。どうぞよろしく。 

○鬼追委員長  どうもありがとうございます。 

 最後になりましたが、佐竹委員。 

○佐竹委員  私もたばこを吸う者ですので、この御堂筋の中で２カ所の喫煙場所を

設置ということで、これで本当にいいのかというところがまず一点と、今、喫煙率が

６パーセントぐらいで、データが出ていますが、もう少し細かい、御堂筋の右側なの

か左側なのか、どっちがよく吸われているのかとか、本当に１００メートル間隔ぐら

いで、会社もいろんな会社があったり、カフェなど店先でたばこが吸えたりというと

ころも御堂筋にありますし、そういった中で、どんなところで一番よく徴収されてい
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るのかというもっと細かいデータを出されたほうが、ポイントが絞れて対策ができる

のではないのかなということを見ていて感じたのですが。 

 それと、僕もよく聞くのが、御堂筋からちょっと離れたところで吸えば問題ないよ

とか、それが果たして本当にいいのかどうかという、ビルの谷間に入ったらいいよと

いう方も中にはいらっしゃるので、本当にそういうのでいいのかなという部分と、徴

収率の２ページのやつを見ていると、４月に始まって、５月から毎月のようにだんだ

ん落ちてきて、年度末に近づくとぐっと上がっていくというような形になっているの

で、何かあるのかなという部分と、この中だるみの部分でもう少し議論をしていく必

要があると思います。 

 ２２年で８，２３７件という方々が徴収をされているというのは、これが果たして

少ないのか、めちゃめちゃ多いのかというところ、８，０００人の方が１，０００円

を取られている。これだけ４年間やってきていて、８，０００人ぐらいの方々が１，

０００円を取られているというのは、これが多いのか少ないのかという、それも考え

方の違いによって変わると思いますが、４年間やっていて８，０００人というのは多

いんじゃないのかなと思ったりもするんです。もう少し周知方法を考えていかなくて

はいけないのではないかなと思います。ただ、漠然と資料だけを見させてもらって思

ったことです。以上です。 

○鬼追委員長  ４年間で言いますと、３万３，０００件になるんですか。 

○事業管理課長  そうですね。８，０００件は２２年度です。 

○鬼追委員長  単年度ですね。その数が、佐竹委員の御意見では多いんじゃないか

ということですか。 

○佐竹委員  ４年目ということで。御堂筋の部分のところで言うと、僕もたばこを

吸っているのでどうなのかと思いますけども多いような気もします。月で計算すると。 

○鬼追委員長  ざっと７００人ですから。 

○佐竹委員  １３人の方がいろいろなところにいてはるわけではないと思うので、
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歩きながら、その中でそれだけいらっしゃるという。 

○鬼追委員長  御堂筋の両歩道をずっと歩いておられるんでしょう。 

○佐竹委員  もう少し時間帯とかエリアとかで絞り込んでいったほうが、今度はこ

の時間帯にここに行けば、過料を取れるわけではないですけど、押さえ込んでいけば

数が減っていくんじゃないかという想定ができる。 

○鬼追委員長  どちらかと言うと、大阪市の路上喫煙対策というのは、線上で、御

堂筋という一つの線で、面ではなくて。東京だと千代田区なら千代田区全部というこ

とで面ですよね。確か、東京は中央の４区が喫煙対策になっている。それは面的に対

応している。ですから、大阪市の場合には面積的には少ないんじゃないですかね。幾

ら何でも御堂筋の真ん中で吸う人はいないから、両脇の歩道で吸うわけですから、面

積的には少ない。今おっしゃるように、ちょっと脇へそれると対象外だから、指導の

対象にならないとかいうことになると、非常に象徴的に扱っているということになり

ますよね。ですから、それが将来的に面的にしたほうがいいのか、現状のままでいい

のかということは、これはまた皆さんでいろいろ御議論をいただかなきゃいかんとな

るのではないかと思いますが。 

 確か、京都ももう少し、京都は線でしたかね。一回それを調べてみてください。京

都も神戸もやっていますから。 

○事業管理課長  私の知っている範囲で言うと、線でやっているところのほうが逆

に少ないと思います。面でやられているのが一般的なのかなと。 

 今、委員がおっしゃられていました御堂筋を一歩横へ行けば、いっぱいたばこを吸

っているというのが、これが線での弊害といいますか。私どももこういうことの啓発

のために、御堂筋に面したビルとか、そういうところにもいろんなポスター掲示とか、

ご協力のお願いに行きます。すると、やはり行ったときに言われるのが、御堂筋はき

れいになったと、たばこもほとんど捨ててないと。しかし、御堂筋から一歩横へ入っ

た道路のところにたばこが捨てられているというようなこともお聞きしたりすること
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はありますので、今後、禁止区域のあり方がどやねんという議論になっていくのかな

と思っていますが。できれば禁止区域を拡大しなくてもマナーを向上させたいと思っ

ているんですけど、それではなかなか行き切らないという話になってきたときには、

禁止区域のあり方そのものも、もうちょっと議論をいただかなあかんのかなというふ

うには思っています。 

 委員の御指摘の、もうちょっと過料の取っている位置とか、これは位置だけの問題

ではないと思っており、時間帯とか、そういうことも考えていかなあかんのかなと。

今、現実的に言いますと、夜は過料の徴収部隊は回っていませんので、宵の口という

のか、その程度までですので、夜の９時、１０時ぐらいになったら回っていませんし、

そのときにたばこを吸われてポイ捨てされたら、翌朝、通勤されるときにまちが汚れ

ている、そういうようなことも起こり得る可能性もありますので、位置だけの話では

なくして、時間帯の問題もひっくるめて、いろいろ調べていかなければならないと思

っています。 

○鬼追委員長  まず、面で対象にしているところで、東京がそうだと思いますけど、

実情で指導員さんはどれぐらいいるのかとか、実際の徴収はどうなっているのかとか、

一遍調べてもらえませんか。それで、この委員会に報告してください。とにかく大阪

は線だけを対象にしていますから、御堂筋の両脇に逸れたら吸えるんやという、いか

にも大阪的発想だと思うんです、私は。だから、そういうことでいいんですかねとい

うような御意見もあり得ると思うんですよ。 だから、東京なんかで、もちろん指導

員さんの数もそうですし、予算措置もそうですし、いろいろなことが絡んでまいりま

すから、そんなに単純に面にしたらいいとか、どうとかいうことは言えないとは思い

ますけれど、ただほかの都市の実情を調査していただいて、ほかのまちではこうして

いますと。しかし、これで全然実効性は上がっていませんというのか、ある程度、実

効性が上がっているというのが、そこらあたりも含めてお調べいただけませんかね。 

 皆さん、いかがですかね。そういうことを参考にしながら、議論をさせていただく
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のもいいのではないかと。 

○事業管理課長  わかりました。 

○上島委員  私、通天閣の下でたばこ屋をさせていただいております。条例で御堂

筋での喫煙が禁止になりました。その効果がものすごくあらわれています。観光客は、

皆さん御存じのように地方からお越しになります。ここでたばこを吸うてもええのか

と、まず窓口でお聞きになります。当然、店頭に灰皿を置いています。だから、吸っ

てくださいと。そうしたらね、いっぱいたまるんです、お客さんが。３人、５人と。

ここで吸うてもいいねんな、通天閣を上ってきて時間があるから、たばこを吸います。 

 やはり、こういう御堂筋という一つのメーンストリートで過料というようなことは、

大体行きわたっていますね。この効果が非常にあると僕は思うんです。今、御堂筋の

ちょっと入ったところでたばこを吸うとか何とかかんとかいう、これも事実と思いま

すけども、一般的に見ますと、私たちが見ていますと、御堂筋、線だけだったかもし

れませんけども、大変効果があると思います。 

 我々はメーカーからも灰皿をいただいておりますので、できたら店頭というんです

か、敷地内に置けという指導も受けております。そういうことで、各たばこ店の前に

は必ずと言っていいほど灰皿を置いてますけれども、そういうようなことで、ずっと

見ていますと、地方からお越しになって、大阪はたばこを吸ったらあかんのやろ？と

いうようなことを聞きます。ここでやったらええねんな。ということで、条例になる

以前のことを思いましたら、そういうモラルの向上が大変出てきているやないかなと

御堂筋という一つのメーンストリートが大阪にありまして、その効果は非常に波及効

果があるんじゃないかなと、私はこのように考えております。 

○鬼追委員長  ぜひ他の都市で実施しているところの実情は調査していただいて、

いいような仕組みがあれば、それはそれで参考にすればいいですし。ただ、ふれ込み

はそうでも、何も実効性が上がっていないというとそれはまた考えないと、そう思い

ます。 

－18－ 



○事業管理課長  一応、今、委員長を初め、皆さんの意見も大阪だけを見ているの

ではなくて、他都市の実態がどうなっているのかということも参考にしながら、いろ

いろと検討していきたいということでございますので、どれだけの都市の情報が集ま

るかわかりませんけども、他都市で禁止をやってる都市はたくさんありますので、調

べさせていただいた上で、それを参考資料としていただいて、また御議論いただいた

きたいと思っていますので、調べさせていただきます。 

○鬼追委員長  ぜひお願いいたします。 

  それでは、続きまして「たばこ市民マナー向上エリア制度」の平成２０年度参加

団体の更新についてということで、事務局からの報告をお願いいたします。 

○村上事業管理課長  それでは、平成２０年度「たばこ市民マナー向上エリア制

度」に参加をされております団体につきまして、この３月末をもちまして協定期間が

満了となりましたので、お手元の資料、第１５回大阪市路上喫煙対策委員会資料の１

５ページを御参照いただきたいと思いますが、そこに記載をしております２５の団体

でございます。この２５団体につきましては、平成２３年３月３１日をもちまして、

この２５団体すべての団体と協定を更新いたしました。協定書の有効期限でございま

すけども、これにつきましては平成２６年３月３１日までの３年間となっております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 ２５分の２５ということですか。特に御質問はございませんでしょうか。よろしい

ですか。 

 それでは、次の議事に進みたいと思います。 

 「たばこ市民マナー向上エリア制度」の拡大と活動の充実について、事務局から報

告をお願いします。 

○事業管理課長  それでは、御報告及び御説明をさせていただきます。 

 お手元に「たばこ市民マナー向上エリア制度」平成２３年度活動団体募集案内のチ
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ラシというものをお配りしております。それを御参照いただきたいと思います。 

 「たばこ市民マナー向上エリア制度」を全市域に拡大をしていくために、平成２３

年度につきましても新規団体の募集を、この６月１日から７月２９日までの２カ月間

にわたりまして募集を現在行っているところでございます。現在、市政だよりや環境

局のホームページなどに記載をして広く呼びかけるとともに、当局の１１個の環境事

業センターがございますけども、その環境事業センターからも地域に対して新たに活

動をやっていただけるような働きかけを行っているところでございます。 

 活動団体の数をふやしていくということも、これは大変重要な問題ではありますけ

ども、単に数だけふえたらええというだけのものでもないので、当然、内容的な充実

も図っていかなければならないと考えております。 

 この活動をやっていただいている中で、いろんなところでいろんな工夫を地域の方

がやっていただいているというようなこともございますので、本日、そういう先進的

な取り組みをやっていただいております団体さんに、来ていただいております。事例

紹介をしていただきまして、そういう取り組みを今後市内のほかの団体の方にもいろ

いろと参考にしていただくということで、どうしていったらいいのかということの御

意見もいただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 本日につきましては、そういう先進的な活動をやっていただいている団体といたし

まして、戎橋商店街振興組合様と日本橋筋商店街振興組合様、二つの商店街のほうか

らお忙しいところ、お時間を割いて来ていただいているところでございます。各商店

街様から御報告をお願いしたいと考えておりますので、最初に戎橋筋商店街振興組合

の竹村様に御足労いただいておりますので、竹村様のほうからまず取り組みの御報告

をお願いしたいと思っております。 

○竹村氏  戎橋からまいりました竹村と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様にＡ４、１枚の資料をお配りさせていただきましたが、ミナミといたしまして

は、たばこに限らず、大変、危機感を持っております。一番最初に書いてありますよ
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うに、これは私どもの商店街での調査ですから、ほかの商店街がどうなのかというこ

とには、当てはまるかどうかはわからないですが、この１０年間で４割の通行量が減

っております。また、来街者に対するアンケートを取っても、非常にイメージが悪い。

一番下に書いていますように、ミナミは汚い、怖いまちというイメージで語られ始め

ております。そういったことで、おのおのの商店街、商店主の方も売り上げ自体が減

っておりますので、大変危機感を持っておるところです。 

 ただ、私どもの戎橋の商店街だけが何か起こしたところで、やはりミナミというの

は面で動いておりますのでどうしようもないということで、一番下の簡単な年表にま

とめておりますけれども、いろんな形でミナミが手を組んで活動していかないと、一

つの商店街で何か起こしても、隣の商店街に例えばキャッチセールスが移っていくだ

けであるといったような現象になりますので、みんなで一緒に活動しようじゃないか

ということで、「いっとこミナミ夏祭り」とか、そういうイベントで、これは何かを

一緒にするということではなくて、今までばらばらでおのおの夏祭りをやっていたも

のを、せめて案内のチラシは一緒につくろうじゃないかと、案内のホームページは一

緒につくろうじゃないかといったようなところから、いろんな打ち合わせをさせても

らおうというような形で始まっております。 

 その中で、２００５年、ミナミ環境浄化推進協議会ということで、これは地元の町

会、商店街の振興組合、ミナミ警察署、行政さんとともに月に１回、会議を設けまし

て、さまざまな問題を話し合い、そして夜の８時から１時間ぐらいの防犯パトロール

をおよそ１００名ぐらい、各商店街から５名ないし１０名出ておりますから、ミナミ

の高島屋前から二つに分かれてアメリカ村の三角公園まで歩くというような活動をし

ております。 

 今、ミナミではごみ、たばこも含めて、自転車を最近は押して歩きましょうと、商

店街の中も押して歩きましょうと。それから、最近大阪市さんが御堂筋も自転車を押

して歩きましょうという運動をすると聞いておりますので、自転車、乗って走ってい
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る自転車もありますが、駐輪の問題もあります。それから、キャッチセールスです。

それも以前から言われていた、例えば風俗関係のキャッチセールスもあるんですけど、

最近増えておりますのは居酒屋にお客さんを呼ぶためのキャッチセールス。この間、

ちょうど会議でお話があったのですが、なかなかそういうものは今の法律では規制す

る手だてがないと。風俗であるといろんな手だてがあるんですが、飲食店が単にメニ

ューを見せてうちへ来い、うちへ来いというキャッチは手だてがないということもあ

って、ある意味、無法地帯になっております。そういった問題まで含めて、ミナミは

面として取り組みをしていかないといけないという、これはよくしなければいけない

とか、何とかということではなくて、やはり商売ですので、皆さんも必死になってお

ります。まとめてやっていこうと。 

 その中でも、たばこのことに関しますと、私どもの商店街にもたばこの販売をされ

ているお店もございまして、なかなか、歩きたばこをやめようというのは難しいです

けど、たばこのマナーを守っていきましょうというところで何とかやっております。

その中で、特に取り組んでおりますのが清掃活動ということで、毎週金曜日、２時か

ら１５分程度ですけれども、各店から最低１人は出ていただいて街内の清掃をしてく

ださいというお願いをしております。 

 下に写真が２枚出ておりますが、これは戎橋の橋の上なんです。今までにそのよう

な活動を各商店街でやっておりますので、商店街内はなかなかきれいになっておりま

すし、歩きたばこという形でもやめてほしいという呼びかけをやっておりますので、

どうしても橋の上に集まってきます。先ほど申し上げたようなキャッチセールスも橋

の上が、今、夕方５時、６時ぐらいになるとえらいことになっております。ごみもえ

らいことになっています。なかなか橋、それから完成しましたリバーウォークにしま

しても、管理しているところが、大阪市が管理していて、そこでお店が出ていて、自

分の店の前は清掃しましょうという形になっておりませんので、どうしてもごみがた

まる。それから、そういったキャッチの人たちもたまるというようなことになってき
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ています。 

 それではいかんと、やはりミナミに来られる観光客の方は国内外問わず、やはり戎

橋の上に行って、グリコの前で写真を撮るというのが一つのはやりになっております

ので、たくさん写真を撮っておられます。観光客の方というのは、総じて朝が早いで

すので、朝に戎橋に行くとごみだらけ、夜、あの辺で飲んだり食べたりした、たばこ

も含めていろいろなものが散乱しておりますので、ごみだらけになって余りにも恥ず

かしいということもあって、２００９年あたりで戎橋遊歩道の清掃ボランティアを募

ったり、また道頓堀商店会さんが中心になって行われておりますけれども、松竹の若

手の芸人の子たちに清掃をしてもらったりして、朝、観光客の方にきれいなところで

写真を撮っていただけるような形で、今、清掃活動がようやっと始まってきたところ

です。 

 ２０１１年に書いていますように、なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会、

これは南海の駅前、ちょうど喫煙場所がある場所ですが、グリーン広場と呼んでおり

ますけれども、あそこを含めた一帯を今後どういうふうにしていくかと。今は道路が

走っておりますけれども、今後は歩行者中心のまちづくりをしていかなければいけな

いのではないかということで、連合町会さん、私どもを含めての商店街が一緒になり

まして、高島屋さん、マルイさん、あと南海さんも含めて、あそこ一帯をどのような

形でまちづくりをしていくのかというようなことの協議会も、ついこの間、発足をい

たしまして、ミナミのまちを、私どもの商店街は線ですけれども、やはり面として、

つながりの中で何とか、キタであったり天王寺であったりするところと対抗して、ま

ちとまちの間の競争に勝ち抜いていかないといけないということの中で、このミナミ

地区の環境浄化の取り組みというのをやっております。 

 先ほどおっしゃられた、取り組みが先進的であるかというと、なかなか厳しいので

すが、商売をやっておりますので、やはりお客様に来てもらって、安心で安全で楽し

いまちとしてそこで物を買ってもらわないと生活が成り立ちませんから、そういう意
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味では、とても切羽詰まって、必死になって各商店街で取り組んでいる。これが手お

くれになってしまうと、結局お店がどんどん離れていってしまって、集まろうにも集

まれませんから、今が本当に踏ん張りどころではないのかなというところで活動をし

ております。 

 以上でございます。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 それでは、今の戎橋のことに御質問のある方は後でまとめて伺いたいと思いますの

で、日本橋商店街の方からご報告をお願いします。 

○事業管理課長  どうもありがとうございます。戎橋商店街さん、このたばこ市民

マナー向上エリア制度の、そういう単体の取り組みではなくして、地域での安全安心、

美化とか、活性化とか、そういういろんな取り組みの中でそういうものと連携をしな

がら活動の輪を広げていっていただいているのかなというふうに思っています。 

 もう一つ、本日、日本橋筋商店街振興組合さんのほうから高垣さんをお招きしてお

りますので、そちらにつきましても御報告をお願いしたいと思います。 

○高垣氏  日本橋筋商店街の高垣と申します。 私ども日本橋商店街というのは、

地域商店街と違いまして、非常に全国、世界から人が来る広域商店街でございまして、

そういった中で今回、平成２２年度からたばこマナー向上エリアに手を挙げさせてい

ただいているんですが、広域商店街でいろんな人が毎日来る中で、その発信力という

のをうまく活用していきたいなということで、オリジナルのキャラクターを使わせて

いただいて、独自に活動させていただこうということにさせていただいております。 

 このキャラクターにつきましては、企画書を用意させていただいているんですけど、

この中の３ページ目にあるんですが、日本橋キャラクターということで平成２１年か

ら、名前は音々（ネオン）ちゃんという名前なんですけど、この作者の先生がいとう

のいぢ先生という方で、日本橋で活動されている、ゲームのプログラムをやっている

方でして、御存じかどうかはわからないですが涼宮ハルヒという、非常に世界的に有
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名なアニメーションの原画を描いている先生でして、この先生が日本橋を活性化する

ためにオリジナルの絵を描いていただきまして、この絵を使って日本橋商店街として

広く広報ＰＲしていこうというふうな活動をしています。 

 なぜこんな絵を使っているのかというと、日本橋は、もとはでんでんタウンという

名前で電気街として非常に著名な商店街でしたが、最近、インターネットとか量販店

の進出で電機街としての生業が非常に厳しい状態で、かわって秋葉原と全く同じ形で、

いわゆるポップカルチャー、アニメとかゲームとか、そういったいわゆる「萌え産

業」と言われているものが進出してきていまして、その形態が大きく変わっていく中

で、今後の発信というのはこういうものを使って発信していかなければ日本橋の商店

街としては成り立たないということで、思い切ってこういうキャラクターを商店街と

して活用していくという形で活用していまして、このたばこマナー向上のプロジェク

トに参加するに当たっても、日本橋らしいオリジナルのコンテンツを出していかない

と、いろいろなお客様が来る中でなかなか理解していただけないのかなということで、

思い切ってこういうキャラクターを、大阪市の環境局様にわがままを言わせていただ

いて、使わせてくれということで使わせていただいて、各種啓発物品をつくって啓発

活動をさせていただいているというふうな動きでございます。 

 キャッチコピーも「萌えます、マナーを守る人」というような形で、「萌え」とい

う言葉で非常にオタクっぽいイメージがありますが、実はこれを広辞苑で調べると、

好き、好意があるとかいう意味がありまして、そこまで深い意味を感じていただける

かわからないんですけど、そういう意味も込めて、ちょっとしゃれた感じで広報活動

をさせていただいております。 

 広報活動の大きな流れとしましては、一つは日本橋ストリートフェスタというイベ

ントを毎年３月にやっておりまして、これは日本橋の栄筋６００メートルの歩行者天

国にしまして、大体２０万人ぐらいの集客がある非常に大きなイベントで、残念なが

らことしは震災の影響で、３月２１日の予定だったのですが直後ということで中止さ
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せていただいたんですけど、一昨年、前回の活動におきましては、大阪市環境局様と

２０万人の集まるイベントの中で、やっぱりいろんな人に発信していくということを

協力いただきまして、お手元にあるんですけれども「萌えるごみ袋」というのをつく

りまして、これを配布させていただきました。わずか数時間の間で１万枚の配布があ

りまして、そういった意味では非常にいろんな方々、全国各地の方々にたばこマナー

のＰＲができたんではないかというふうに思っています。「萌える」というのは、

「萌え」と燃焼の「燃える」にかけたものなんですけども、そういうしゃれた感じに

させていただいて、そういった人たちは結構ツイッターやブログで発信していただけ

ますので、こういうものを大阪でやっているというのが恐らく全国、あるいは全世界

に発信されたんじゃないかということで、我々としても非常にいいことではないかと

思います。 

 来年のストリートフェスタも開催予定になっていまして、「萌えるごみ袋パート

２」というのを大阪市環境局さんと協働事業ということで、来年また３月に大きくＰ

Ｒしていきたいなと思っております。 

 もう一つの動きとしましては、我々、今、大阪だと特にそうだと思うんですけれど

も、力を入れている動きとして海外の観光客の誘致、これは今、全国どこでも今はや

っていると思うんですけども、特に今、東京が震災の影響で非常に観光客が落ちてい

る中で、大阪、西日本が外国の観光客をどんどん引き入れていかないといけない中で、

我々としましても海外に対する発信、アプローチというものに力を入れていまして、

日本橋に中国ですとかアジア圏を中心とした、欧米も含めた観光客をどんどん呼び込

みたいという流れの中で、外国の方がふえると、当然そのたばこのマナーの理解とい

うのは難しい部分もあるかと思いますので、そういう方たちにも発信したいというこ

とがありまして、実はことし、日本橋のプロモーションで台湾の漫画博という大きな

イベント、５０万人ぐらいが来る大きなイベントなんですが、こちらに我々が出店を

することになっていまして、その中で「萌えるごみ袋パート２」というのを先行的に
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配布させていただいて、こちらにあるのが、これは日本語なんですけど、これを中国

語に全部訳しまして、漫画博の主催者のほうからプレスリリースしていただいていま

して、恐らく台湾の各メディアにこの動きが全部配信されるはずなんですけども、そ

ういったことで海外に向けた発信力を持って、たばこマナーとこういうキャラクター

を使ったコラボレーションの動きで注目を集めて、海外のメディアにも、今回は台湾

なんですけども、今後は広げて中国本土ですとか、東南アジア、欧米なんかにも動き

を広げていきたいなというふうに思っておりまして、そういった意味では、我々日本

橋としては国内だけではなくて、世界の方々にもこういうキャラクターを使った啓発

活動で理解を深めていってもらいたいなというふうに思っております。 

 最後に簡単に、今後の課題なんですけども、秋葉原に実はたばこの喫煙スペースが

できていまして、千代田区も禁止地区、過料の地域ということで、ＪＲ秋葉原の駅に

できているんですけど、日本橋もそういった意味で将来的にはそういったものもつく

っていきたいなと思っておりますし、振興組合の内部からも、今は御堂筋だけが過料

エリアになっているんですけども、今はちょっと非常に緩やかな啓発活動という形に

なっていますけど、これをどこまで厳密化できるかわからないんですけども、そうい

った意味では過料エリアなのか、罰則というものも日本橋、他地域にも広げられる可

能性があるのであればそういうところもやっていただければという声も商店街内部に

もありまして、今後そういった課題というのも出てきておりますので、なかなかやっ

ぱり啓発だけでは限界もありますので、そういったものでいいますと、今後そういっ

たところも含めたところも大阪市環境局さん、大阪市さん全体で検討いただきたいな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 それでは、各商店街さんから活動の御報告、御説明をいただいたのですが、何か御

質問なり、あるいは、御感想でも結構ですのでございませんか。 

－27－ 



○田中委員 まちづくりを研究しております田中と申します。 

 今日はいろいろとお話を伺えて、すごく感動しております。商店街さんというのは、

こういうふうにして地道に活動されているにもかかわらず、たばこのマナーがなかな

かよくならないというのは、多分、商店街さんと来街者さんという構図ができていて、

商売をされている人はマナーをちゃんと守るけれども、来街者の方は結構ぽいと捨て

されてしまうという、何かそういう構図があって、守る人、捨てる人という関係が見

られるような気がしまして、いかに来街者を巻き込んだ運動に展開させるかかという

のが一つポイントかなということ、二つの事例で思いました。 

 私はよく学生を連れてまち歩き、例えば道頓堀とか法善寺横丁に行くんですね、ま

ち歩きしようって言って。若い子たちはまちの景観、町並みを見て写真を撮るんです

けども、そういうときに、たばこの吸い殻を清掃していこうじゃないかと、清掃しな

がらまち歩きをするというような運動ももしかしたら考えられるのかなというような、

若い世代の学生たちが一緒にやって大変さをわかってもらうというような、そういう

動きもできるんじゃないかなと私は思っています。学生もこういう現場を見て、商店

街さんは一生懸命頑張っているんだから、自分たちも協力しようやないかという気持

ちになって、特にミナミや難波とかっていうのは学生がよく行くとゼミで言っていま

すので、来街者に終わらせない工夫というのを考えていきたいなと思っております。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 何か今の御発言でありますか。 

○高垣氏  来街者との絡みで言いますと、メイドカフェが日本橋に５０店舗ぐらい

あるんですけども、一部の方たちが独自で、自主的に清掃活動を毎朝やっていただい

ています。商店街からちょっと外れたところにメイドカフェがありますので、商店街

としてそこは余りオフィシャルで絡むのは難しいところがありますがその中で「萌え

るごみ袋」を使いまして、お客さんに声をかけていただいて、通勤前のお客さんに寄

ってもらってメイドさんと一緒に吸い殻ですとかごみなんかを拾って清掃活動をした
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りなんかして、そういったことが草の根的に今は広がっていまして、彼たちがブログ

とかをやっていますので、そういうことを発信していただくと、そういう意味でいろ

んな方に知れわたってというところが一つありまして、そういうことに商店街として

どう絡んでいくか、どれぐらいできるかと、こういう物品を供出させていただいたり

とかはしているんですけど、そういうのも今後広げていきたいというのがあります。 

 もう一つ、商店街というのはいろんな方がいます。日本橋は１５０店舗ぐらいある

んですけども、一筋縄で一つの啓発活動をやっていくというのはなかなか難しくて、

一つの企業ですと取り組みやすいのですが、商店街には協力してくれないお店もあっ

たりとか、そういったところも今後どういうふうにしてネットワークを広げていくか

というのは課題としてあります。来街者と含めて取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

○鬼追委員長  ありがとうございました。 

 ほかの委員の方はいかがでしょうか。御意見ございませんでしょうか。 

 それでしたら、時間も大分押してまいりました。最後に、その他の問題について事

務局から何かございますか。 

○事業管理課長  特にございません。次回の委員会の日程でございますけれども、

これにつきましては改めて事務局のほうから調整をさせていただきたいと思っており

ますので、よろしいでございましょうか。 

○鬼追委員長  はい。それでは、本日予定しておりました案件はすべて終了いたし

ました。大変お疲れさまでございました。 

 本日はこれで閉会させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○事務局 事務局のほうから最後にまとめさせていただきます。 

 本日は、鬼追委員長をはじめまして、委員の皆様には長時間にわたりまして御議論

いただきまして、まことにありがとうございました。 

 引き続き、次回もどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。本日はどうもあ
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りがとうございました。 

 

閉会 午後４時２５分 

 


